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６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
63
号
「
三
原
市
税
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
地
方
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
が
、
平

成
26
年
３
月
31
日
に
公
布
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
三
原
市

税
条
例
に
一
部
改
正
の
必
要

が
生
じ
た
も
の
で
、
市
民
税

関
係
、
固
定
資
産
税
関
係
及

び
軽
自
動
車
税
関
係
に
つ
い

て
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
外
国
法
人
に
対
す
る
課

税
原
則
の
見
直
し
に
伴
う
、

総
合
主
義
か
ら
帰
属
主
義
へ

の
移
行
の
内
容
は
。

答
現
在
多
く
の
国
が
帰
属

主
義
を
採
用
し
て
い
る
中
、

日
本
は
総
合
主
義
を
採
っ
て

い
る
た
め
、
課
税
ル
ー
ル
の

不
一
致
に
よ
る
二
重
課
税

や
、
二
重
非
課
税
の
リ
ス
ク

が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
度
の

帰
属
主
義
へ
の
移
行
に
よ

り
、
国
際
的
な
課
税
ル
ー
ル

に
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
、
課
税

上
の
リ
ス
ク
の
軽
減
を
図
る

こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
に

伴
う
条
例
の
改
正
で
あ
る
。

議
第
65
号
「
三
原
市
浄
化
場
解

体
請
負
契
約
の
締
結
つ
い
て
」

【
要
旨
】
５
月
16
日
に
２
社

共
同
企
業
体
に
よ
る
条
件
付

き
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契

約
の
相
手
方
を
選
定
し
た
も

の
で
、
25
年
９
月
に
閉
鎖
し

た
、
三
原
市
浄
化
場
の
解
体

工
事
請
負
契
約
を
締
結
す
る

も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
入
札
時
に
最
低
制
限
価

格
を
下
回
っ
た
入
札
参
加
業

者
が
あ
っ
た
場
合
に
調
査
を

行
う
の
か
。

答
今
回
の
入
札
に
つ
い
て

は
、
工
事
の
適
切
な
履
行
や

品
質
の
確
保
と
い
っ
た
観
点

か
ら
、
要
綱
に
基
づ
き
最
低

制
限
価
格
を
設
定
し
て
入
札

を
実
施
し
た
。
こ
の
入
札
制

度
に
お
い
て
、
最
低
制
限
価

格
を
下
回
っ
た
入
札
参
加
業

者
に
つ
い
て
は
、
入
札
が
無

効
と
な
り
落
札
者
の
対
象
と

な
ら
な
い
た
め
、
調
査
は
行

わ
な
い
。

議
第
67
号
「
辺
地
に
係
る
公
共

的
施
設
の
総
合
整
備
計
画
（
山

中
野
）
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
」
他
３
件

【
要
旨
】
辺
地
に
係
る
公
共

的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め

の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に

関
す
る
法
律
第
３
条
第
１
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
辺
地
に

係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整

備
計
画
を
定
め
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
辺
地
対
策
事
業
債
の
活

用
に
対
す
る
考
え
方
は
。

答
辺
地
区
域
の
新
設
及
び 

再
編
に
よ
り
、
公
共
的
施
設

の
整
備
に
際
し
て
、
合
併
特

例
債
や
過
疎
対
策
事
業
債
と

比
較
し
、
よ
り
有
利
な
財
源

で
あ
る
辺
地
対
策
事
業
債
を

活
用
す
る
た
め
、
こ
の
度
、

総
合
整
備
計
画
を
定
め
る
も

の
で
あ
る
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
一

致
、
提
案
理
由
を
了
と
し
、

原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。

常
任
委
員
会
報
告

総
務
財
務
委
員
会

６
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
71
号
「
三
原
市
学
校
教

育
施
設
整
備
基
金
条
例
制
定

に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
学
校
施
設
を
有
償

で
貸
与
・
譲
渡
す
る
際
に
必

要
な
基
金
へ
の
積
立
て
に
対

応
す
る
た
め
、
新
た
な
基
金

を
設
け
る
も
の
。
こ
の
場

合
、
国
庫
納
付
金
の
納
付
が

必
要
と
な
る
が
、
学
校
の
施

設
整
備
に
限
り
充
当
で
き
る

基
金
に
積
立
て
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
国
庫
納
付
金
が
免

除
さ
れ
る
。
こ
の
基
金
を
制

定
し
、
今
後
、
同
様
に
財
産

処
分
を
行
う
場
合
は
、
国
庫

納
付
金
相
当
額
を
当
該
基
金

に
積
み
立
て
、
学
校
施
設
の

整
備
に
活
用
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
今
回
、
旧
神
田
小
学
校

が
公
募
に
よ
り
有
償
貸
与
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
教

育
施
設
の
中
で
他
に
予
定

は
。

答
平
成
25
年
４
月
の
統
合

で
廃
校
に
な
っ
た
小
学
校
に

つ
い
て
、
地
元
と
跡
地
活
用

検
討
部
会
で
検
討
し
て
お

り
、
近
日
中
に
公
募
を
行
う

予
定
の
施
設
は
な
い
。

議
第
73
号
「
三
原
市
火
災
予
防

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】「
消
防
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」

に
よ
り
、
イ
ベ
ン
ト
会
場
等

で
火
気
器
具
を
使
用
す
る
露

店
等
を
開
設
す
る
際
の
届
出

や
消
火
器
の
準
備
を
義
務
付

け
る
な
ど
、
対
象
火
気
器
具

等
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
程

の
整
備
を
行
う
も
の
。

　
ま
た
、
屋
外
に
お
け
る
催

し
の
防
火
管
理
体
制
の
構
築

を
図
る
た
め
、
大
規
模
な
催

し
を
主
催
す
る
者
に
対
し
、

防
火
担
当
者
の
選
任
、
火
災

予
防
上
必
要
な
業
務
計
画
の

作
成
及
び
計
画
に
基
づ
く
業

務
の
実
施
を
義
務
付
け
る
も

の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
「
指
定
催
し
」
に
該
当

す
る
も
の
は
。

答
①
露
店
等
が
１
０
０
店
舗

　
以
上
出
店
す
る
よ
う
な
屋

外
催
し
。
②
消
防
長
が
火
災

が
発
生
し
た
場
合
に
、
人
命

ま
た
は
財
産
に
特
に
重
大
な

被
害
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る

と
認
め
る
も
の
。

問
罰
則
は
。

答
「
指
定
催
し
」
の
主
催

者
が
、
火
災
予
防
上
必
要
な

業
務
計
画
を
消
防
機
関
に
提

出
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
罰

則
を
科
す
。
不
特
定
多
数
の

者
が
集
合
す
る
催
し
で
火
気

器
具
等
を
使
用
す
る
露
店
等

を
開
設
す
る
場
合
に
は
消
火

器
の
準
備
と
、
あ
ら
か
じ
め

露
店
等
開
設
の
届
出
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
他
２
件
の
条
例
の
一

部
改
正
を
含
め
た
４
件
に
つ

い
て
採
決
の
結
果
、
全
員
一

致
提
案
理
由
を
了
と
し
、
原

案
ど
お
り
可
決
し
た
。

厚
生
文
教
委
員
会
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委
員
会
協
議
会

　
平
成
26
年
５
月
12
日
に
新

し
く
委
員
の
選
任
が
行
わ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
経
済
建
設

委
員
会
所
管
の
重
点
事
務
事

業
等
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
、
質
疑
を
行
っ
た
。

経
済
部

問
中
心
市
街
地
活
性
化
策

の
具
体
的
な
中
身
が
見
え
て

こ
な
い
。「
こ
ん
な
中
心
市

街
地
に
し
よ
う
」
と
い
う
よ

う
な
方
向
性
を
検
討
す
る
た

め
の
、
定
期
的
な
会
議
は
あ

る
の
か
。

答
中
心
市
街
地
活
性
化
に

関
し
て
の
定
期
的
な
協
議
の

場
と
し
て
、
中
心
市
街
地
活

性
化
協
議
会
（
商
工
会
議
所

内
に
設
置
）
に
お
い
て
月
１

回
タ
ウ
ン
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト

会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　
同
会
議
で
は
市
、
各
団
体

等
の
事
業
の
す
り
合
わ
せ
等

が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
ち
づ

く
り
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て

の
議
論
に
は
ま
だ
至
っ
て
い

な
い
。
ま
ち
づ
く
り
の
方
向

性
を
早
く
提
示
し
て
ほ
し
い

と
い
う
声
が
あ
る
の
も
承
知

し
て
お
り
、
中
心
市
街
地
活

性
化
の
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
に
向

け
て
精
力
的
に
取
組
ん
で
い

き
た
い
。

建
設
部

問
松
浜
地
区
み
な
と
の
賑

わ
い
づ
く
り
推
進
協
議
会
で

議
論
さ
れ
た
内
容
の
地
元
住

民
へ
の
周
知
は
。

答
松
浜
地
区
み
な
と
の
賑

わ
い
づ
く
り
推
進
協
議
会
に

は
、
地
元
町
内
会
の
代
表
、

ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
、
自
主
防
災
組
織
、

商
工
関
係
団
体
、
地
元
企
業

の
代
表
者
等
が
委
員
と
し
て

参
加
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
議
論
の
内
容
等
に
つ
い

て
は
地
元
町
内
会
等
に
周
知

さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。

都
市
部

問
東
本
通
土
地
区
画
整
理

事
業
の
保
留
地
処
分
促
進
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
進
め

て
い
く
の
か
。

答
25
年
度
よ
り
処
分
を
開

始
し
て
お
り
、
26
年
度
に
つ

い
て
は
、
３
区
画
の
新
た
な

保
留
地
を
販
売
す
る
予
定
で

あ
る
。
引
き
続
き
、
保
留
地

の
販
売
区
画
を
増
や
し
、
最

終
的
な
完
売
を
計
画
し
て
い

る
。

水
道
部

問
水
の
需
要
が
伸
び
な
い

中
で
の
、
今
後
の
料
金
体
系

は
。

答
一
般
家
庭
で
の
節
水
機

器
の
普
及
等
に
よ
り
、
水
道

料
金
が
減
収
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
水
道
施
設
の

耐
震
化
等
も
含
め
た
更
新
の

た
め
に
は
財
源
が
必
要
で
あ

り
、
25
年
度
か
ら
ア
セ
ッ
ト

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
導
入
し

て
、
水
道
施
設
の
更
新
の
把

握
に
取
組
ん
で
い
る
。
今

後
、
こ
れ
を
ベ
ー
ス
に
投
資

計
画
を
策
定
し
、
必
要
な
財

源
を
把
握
し
た
上
で
、
適
正

な
料
金
体
系
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。

経
済
建
設
委
員
会

現在の駅前の様子

平成25年度政務活動費の執行状況

〔支出項目の説明〕
資料作成費：会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費：会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費
研修会議費：研修会の講師謝礼。会議のための費用。研修会の参加負担金
活 動 旅 費：調査研究及び要請・陳情活動のための旅費
事   務   費：備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など

※１人当たり、月額25,000円を会派に交付しています。　※民政クラブは、９ヶ月分の交付です。

　政務活動費は、地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に資するため
の必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。
　平成25年度、各会派に交付された政務活動費の執行状況は、次のとおりです。

会　派
項　目

創志会
５人

公明党
３人

市民連合
５人

志成会
７人

新生クラブ
５人

是々非々の会
１人

日本共産党
１人

民政クラブ
１人

政務活動費交付額① 1,500,000 900,000 1,500,000 2,100,000 1,500,000 300,000 300,000 225,000
資料作成費 5,550 0 0 0 2,442 0 0 10,710
資料購入費 20,230 85,240 31,680 6,960 124,510 0 66,388 27,503
研修会議費 136,500 43,800 50,000 0 50,000 60,000 0 0
活動旅費 1,294,290 409,140 1,310,120 2,027,460 937,500 240,000 24,960 0
事務費 36,782 840 94,633 35,158 385,164 0 44,694 100,191
支出合計② 1,493,352 539,020 1,486,433 2,069,578 1,499,616 300,000 136,042 138,404
返還額（①－②） 6,648 360,980 13,567 30,422 384 0 163,958 86,596

政  務  活  動  費 （単位：円）


